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１ 契 約 の 目 的 徳山下松港荷役機械製作輸送据付工事

２ 工 事 場 所 周南市晴海町６番50

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 金1,034,000,000円

５ 契約の相手方 東京都千代田区内幸町２丁目２番３号

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

徳山下松港荷役機械製作輸送据付工事の請負契約の締結について 77

議案第17号

徳山下松港荷役機械製作輸送据付工事の請負契約の締結について

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和39年山口県条例第�号）第�条の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記



１ 契 約 の 目 的 山口県立山口南総合支援学校産業科棟新築工事

２ 工 事 場 所 山口市鋳銭司字南原2364番６

３ 契 約 の 方 法 一般競争入札

４ 契 約 金 額 金598,180,000円

５ 契約の相手方 防府市国衙１丁目９番13号

山口県立山口南総合支援学校産業科棟新築工事成長建設・みどり建設特定建設工事共同企業体

山口県立山口南総合支援学校産業科棟新築工事の請負契約の締結について 79

議案第18号

山口県立山口南総合支援学校産業科棟新築工事の請負契約の締結について

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和39年山口県条例第�号）第�条の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記



構成員

代表者 防府市国衙１丁目９番13号

成長建設株式会社

防府市国衙５丁目６番28号

みどり建設株式会社

80



契約金額「金2,403,432,000円」を「金3,116,010,900円」とする。

錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第１工区）の請負契約の一部を変更することについて 81

議案第19号

錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第１工区）の請負契約の一部を変更
することについて

平成30年11月県議会の議決を経て締結した錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第�工区）の請負契約の一

部を下記のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39

年山口県条例第�号）第�条の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記



契約金額「金4,249,584,000円」を「金4,340,728,900円」とする。

錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第２工区）の請負契約の一部を変更することについて 83

議案第20号

錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第２工区）の請負契約の一部を変更
することについて

平成30年11月県議会の議決を経て締結した錦川総合開発事業平瀬ダム地滑り防止工事（第�工区）の請負契約の一

部を下記のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39

年山口県条例第�号）第�条の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記



１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 徳山下松港の築港緑地

２ 指定管理者 周 南 市

３ 指定の期間 令和４年２月１日から令和８年３月31日までの間

公の施設に係る指定管理者の指定について 85

議案第21号

公の施設に係る指定管理者の指定について

下記のとおり公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244 条の

�第�項の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記



発 売 金 額 14,000,000,000円

当せん金付証票の発売金額について 87

議案第22号

当せん金付証票の発売金額について

下記のとおり令和�年度における当せん金付証票の発売金額を定めることについて、当せん金付証票法（昭和23年

法律第 144 号）第�条第�項の規定により、県議会の議決を求めます。

令 和 � 年 11 月 30 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記




